
 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 
                                                                                                          

 相談内容 令和７年度日時 令和８年 ４月～ 連絡先

 
カウンセラーによる 

女性のための面接相談 
（オンライン相談も可）

毎月第 4 木曜日 
14 時～15 時 50 分　※1 人 50 分

・実施日前日の 17 時までに要予約

毎月第 4 木曜日 
(但し 9 月は第 3 木曜日) 
14 時～15 時 50 分　※1 人 50 分 
・実施日前日の 17 時までに要予約

T e l  0 7 2 - 4 4 1 - 2 5 3 5 
F a x  0 7 2 - 4 4 1 - 2 5 3 6 
【オンライン相談の予約】 
danjoc@city.kishiwada.lg.jp

  
カウンセラーによる 
女性のための電話相談

第 1～４水曜日　　11 時～13 時 
第 1～４金曜日　　11 時～13 時 
（１月は第５金曜日に実施）

第 1～４水曜日　　11 時～13 時 
第 1～４金曜日　　11 時～13 時 
（９月は第５水曜日、１月は第５金曜日）

【相談専用】 
 
Te l　  072-443-3328  

カウンセラーによる 
男性のための電話相談

毎月第 1 土曜日　14 時～16 時 
（１月は第 2 土曜日に実施）

毎月第 1 土曜日　14 時～16 時 
（１月は第 2 土曜日に実施）

 DV 相談 
(配偶者などからの暴力)

火曜日～土曜日　　　9 時～17 時 火曜日～土曜日　　　9 時～17 時

【相談専用】 
予約受付９時～17 時 
Tel・Fax  072-429-9797

 困難な問題（DV など）を抱える 
女性のための相談

 

女性の弁護士による法律相談 
(DV 関連優先)

偶数月：第 2 木曜日　13 時～15 時

奇数月：第 2 土曜日　10 時～12 時

1 人 30 分・年度内 1 回 
実施日前日の 13 時までに要予約

偶数月：第 2 木曜日　13 時～15 時 
(但し 8・２月は第３木曜日) 

奇数月：第 2 土曜日　10 時～12 時 
1 人 30 分・年度内 1 回 
実施日前日の 13 時までに要予約

 人権相談 火曜日～土曜日　9 時～17 時 火曜日～土曜日　9 時～17 時

T e l　 072-429-9833 
Fax　　072-441-2536

 人権擁護委員による 
人権相談(面接)

第 1・3 金曜日　14 時～16 時 第 3 金曜日 13 時 30 分～15 時 30 分

 障害を理由とする 
差別についての相談

火曜日～土曜日　9 時～17 時 30 分 火曜日～土曜日　9 時～17 時 30 分

 
【女性のための 
つながりサポート事業】 
悩みや心配ごとの相談 
（電話･面接・訪問 
・メール・LINE）

〈電話・面接〉 
火曜日・日曜日 10 時～15 時 
水曜日･金曜日　13 時～18 時 

　　(祝日・年末年始を除く) 
〈訪問〉　まずはご連絡ください。 
〈メール・LINE〉随時受付

〈電話・面接〉 
火曜日・日曜日 10 時～15 時 
水曜日･金曜日　13 時～18 時 

　　(祝日・年末年始を除く) 
〈訪問〉　まずはご連絡ください。 
〈メール・LINE〉随時受付

Tel  072-477-4776 
メール 
tsunagarisapoto59@gmail.com

主催：岸和田市　共催：特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン関西※création は、フランス語で天地創造、この世の始まりという意味です。

駐車スペースには限りがございます。お車でご来館の際はできるだけ乗り合わせ
てお越しください。また、臨時駐車場も利用可能な日程が限られていますので、満車
の際は近隣の有料駐車場をご利用ください。よろしくお願いいたします。

編集・発行 
岸和田市立男女共同参画センター 
〒596-0042　  
岸和田市加守町４丁目６番１８号  

 （電　話）072-441-2535 　　　　 
 （ Ｆ Ａ Ｘ ）072-441-2536  
 （メール）danjoc@city.kishiwada.lg.jp
  　　　　　　

※対象：岸和田市在住の方相談窓口のご案内 岸和田市立男女共同参画センターニュース

≪利用のご案内≫　                          

開館時間　　午前９時から午後９時まで 
休　館　日　　＊毎週月曜日　＊国民の祝日 

 　（月曜日に当たるときはその後の直近の平日） 
 　　　　　　　　＊その前日及び翌日が国民の祝日である日 
 　　　　　　　　＊スポーツの日の前日及び前々日 
 　　　　　　　　＊12 月 29 日から翌年１月３日まで 
アクセス　　　南海本線「和泉大宮駅」から徒歩 10 分 
 　　　　　　　　南海本線「春木駅」から徒歩 11 分 

Vol．32
令和 8年３月号

男女共同参画センターでは、 
誰もが自分らしくいきいきと 
暮らせる男女共同参画社会の 
実現をめざして、毎年フォーラムを開催しています。 
 

すくすく子育てでおなじみ大阪教育大学教授 小崎恭弘氏の講演 子どもだけで力を合わせて段ボール迷路作り

家族で力を合わせて謎解き脱出ゲーム 

今回のフォーラムは、特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン関西と 

共催で、【『共育て』で叶えるワーク・ライフ・バランス～あそびで家族を楽しも

う！～】と題して、開催しました。誰もが働きやすく、暮らしやすくするには、父 

親も笑顔で育児を楽しむことが大切です。 

午前中、保護者が講演会に参加している間、子どもたちは巨大な段ボール

迷路作りをしました。午後からは、家族でなぞを解きながら、子どもたちが作っ

た迷路で脱出ゲームに挑戦しました。段ボールで作った大きな剣をゲットしたり、

家族でミッションをクリアしたりしながら、ドキドキワクワクゴールを目指しました。 

ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた『共育て』が定着し、仕事も家族の時

間も楽しめるようになることを期待し、フォーラムは終了しました。 

 

３月７日(土) 

10:00～１5：00

１4



3

＜第26回ちゅうでん児童文学賞受賞・デビュー作＞

 
 

　　当センターでは“シネマ・デ・シエスタ”と題した映画上映会を開催しています(不定期)

　　広報きしわだやチラシをチェックしていただき、ぜひご参加ください(参加費無料・申込不要)お知らせ

キッズスペース

ご自由にご利用ください

日 　　時：3月8日（日）10：00～12：00

講　　 師：エリコ花前カレン さん〔栄養士〕

国際女性デー(ミモザの日)に

ちなみ、アイシングクッキーを

作って、子育てをひとやすみし、

リフレッシュするための講座で

した。参加者同士の会話も弾み、

楽しい講座となりました。

レポート

ミモザの
アイシングクッキーをつくろう
国際女性デーにちなんだ

入荷しました

図書コーナー

２週間５冊まで貸出OK

　ぶたのしっぽ　　
　

女性活躍推進法を知っていますか？

厚生労働省

女性活躍推進法特集ページ
厚生労働省

改正女性活躍推進法のポイントチラシ

ワーク・ライフ・バランスを

テーマにした手作りPOP

で、図書コーナーを飾って

くれました！！

 

 

日 　　時：11月22日（土）10：00～12：00

講　　 師：中野　洸一 さん〔猿とモルターレ店長〕

初対面の参加者同士が、コーヒーについて学びなが

ら、講師の起業のきっかけや仕

事と趣味の比重など、ワーク・

ライフ・バランスについて学びま

した。参加者同士の交流も

でき、明るい講座となりました。

山直中町古民家カフェ「猿とモルターレ」店長から学ぶ

～美味しいコーヒーの淹れ方講座～ レポート

女性のための起業応援講座　

日 　　時：12月20日（土）13：30～15：30

講　　 師：芦田 有香 さん

　　　　　　　　〔岸和田市ビジネスワンストップ伴走支援センター

　　　　　　　　　ITアドバイザー〕

起業や活動を考えている

女性のためのインスタを学ぶ

講座でした。プロフィール作り

や投稿など、インスタの基本を

学び、投稿もしてみました。
女性のための起業応援講座 
　　　　　　　　　～やりたいことをカタチにしよう～

『インスタで見つける私の一歩　
はじめてのSNS活用講座』

日 　　時：１月31日（土）13：00～16：00

講　　 師：石井　博子 さん
　　　　　　　〔（一社）バリュー・リノベーションズ・さの マネージャー〕

何か始めたいけれど、どこから始めていいかわからない人

に向けて、参加者同士つながり

ながら、カタチにしていくワーク

ショップ講座でした。起業したい

方が、最初の１歩を踏み出すた

めの講座になりました。

中学２年生の豪太郎が熱中している趣味は、編みぐ

るみ。しかしその趣味は「男らしく」ないから誰にも言

えない秘密。そんな時、「ヤングケアラー」で「不登校

児」のクラスメイト、篠田と知り合う。「ふつうってなん

だろう」。それぞれの心の痛みを丁寧に描いた力作。

山直中町古民家カフェ「猿とモルターレ」店長

から学ぶ～美味しいコーヒーの淹れ方講座～

職場
新刊体験

久米田中学校から2年生の

　　生徒さん2人が来てくれました！！

１月２２日(木)・２３日(金)の２日間、久米田中学校の２年

生2人が職場体験に来てくれました。職場体験は、中学生

が働くことの大切さを実感し、大人とのふれあいによって

自分の生き方や進路を考える機会となるよう実施されて

います。

２人には図書コーナーの整理や利用者さんの対応をして

もらい、男女共同参画センターの職員として２日間を体験

してもらいました。

　

　

　　昨年には、日本で初めてとなる女性の内閣総理大臣が誕生しました。女性が政

治・政策・外交の中心にいることは、「政治は男性が行うものだ」という社会全体の

意識や思い込みをなくし、多くの女性を勇気づけるものであり、あらゆる分野で女

性の活躍が更に加速していく契機となるかもしません。

女性の生き方・生活、他
　　　　　　多数取り揃えています！！

レポート

レポート

　　「女性の職業生活における活躍推進に関する法律(女性活躍推進法)」は

平成２７年に制定されました。これにより、働く場面で活躍したいという希望を

持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現する

ために、女性活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公

表や、求職者のために情報の公表を行うことが事業主(国や地方公共団体、

民間企業等)に義務付けられました。

　日本における男女間賃金差異は長期的に縮小傾向にありますが、国際的に見れ

ば差異が大きい状況にあります。また、男女間賃金差異の大きな要因の１つとされ

ている管理職に占める女性の割合についても、長期的には上昇傾向にあるものの、

依然として低い水準に留まっています。　

　　こうしたことを背景として、令和７年６月の女性活躍推進法の改正では、女性活

躍の推進にあたっては、女性の健康上の特性に配慮すべき旨が明確化され、事業

主は女性の健康上の特性に配慮した取り組みを行うことが望ましいとされました。

　

　　令和８年４月１日からは、従業員数が３０１人以上の企業に対して、新たに「女性

管理職比率」の情報公表が義務付けられ、従業員が１０１人以上３００人以下の企

業に対して、新たに「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の情報公表が義務

付けられます。

詳しくは下記二次元コードからご覧ください。

講座

講座講座

講座

海緒裕 作/嶽まいこ 絵
　 (講談社・文学の扉)

　

２


